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［住宅都市とは］
住宅の集積によって成立している都市。その多くは大都市周辺に位置し、大都市への通勤者が居住している衛星都市で、いわば郊外住宅地が発展し、大都市が本来もつべき機能の一部を分担するにいたった都市といえる。
住宅地としての環境や条件に反するような工場などの立地が少なく、商業機能も日常生活必需品程度のことが多いので、都市としての独立性が弱く、母市である大都市への依存度が高い。また、通勤者が多く、昼間人口の流出が多いことも住宅都市の特色である。
住宅都市は成長して人口が増加すると、住民に対する小売業・サービス業が立地し、中心都市への依存率が低下し、自立性を高めていくが、橋本市はそれがかなわなかった住宅都市で、依然として大都市への依存度が高い。

［橋本市の行く末・ビジョンの考え方］
橋本市は中心性の高い地方核都市として成長し損ね、圏域の地方行政中心都市ではあるが、商圏・文化圏を含めた総合中心都市としては力不足であり、また各構成市町村での独自の競合的な商業発展が見られることから、圏域から集客、通勤通学可能な拠点施設の導入整備は難しい。

case１）大都市圏への依存性の高い住宅都市のまま存続する。　　
→橋本市らしさを持ちつつ選択される衛星都市としての機能を充実させるまちづくり
→都市の存続が可能な規模の定住人口、人口密度の維持するため、人口流出を人口流入に転換できるようなまちづくり

case２）独自の地場産業を発展させ、冠名がつけられるほど知名度の高い田舎都市として自立発展する。
· 発展させるべき地場産業には、高野口のパイル織、生産高全国4位の柿、県下1位の鶏卵生産、高野山麓野菜等の農業生産品、日本一の竹竿（全国的・国際的に著名も産業としては小規模）、豊かな自然、歴史文化、世界遺産黒河道などの観光資源、その他

　以上を踏まえて、大都市圏における郊外の［住宅都市］としての存続を目指す橋本市の将来ビジョンは
（暫定案）　※case2も表現できている。
豊かな自然と文化・歴史を基盤に、農商工のものづくりとあわせた住宅都市　橋本
　　　　
（代替案）　※市民の将来イメージを表現に取り込む
安心・安全に住み続けたい、自然と文化・歴史豊かな橋本らしい山の手住宅都市
　　　※　「山の手」の所は「田舎の」「郊外」等も考えられる。「住宅都市」は必要。
[bookmark: _GoBack]　　　　「田舎の」と書くと、都会から遠く離れた感じになっています。
※　長期総合計画が示す将来像「人輝き、あたたかさ湧きでる　みんなで創造する元気なまち　橋本」はイメージが前面に出すぎて施政方針や目指したい方向性に具体性がなく、「みんなで創造する」といった点が強調され、協働の、あるいは市民参加や、市民に協力していただきたいという市側の施政が目立つ。

［基本目標］
　　提示された基本目標の各項目は、すべて戦略、戦術レベルの記述内容と考えられます。具体には将来ビジョンを成し遂げたのまちの姿が本来なら数値目標として記述が必要ではないかと考える。
　　定住人口減少は趨勢として致し方がないが、減少トレンドを緩和させる事が基本目標値であり、そのための都市計画マスタープランにおける基本目標を以下としてはどうか。
１）定住者の必要とする都市機能が充実したまち（選ばれる郊外住宅都市)
　　戦略１．都市核、メインストリートの育成
　　戦略２．地区生活環境の向上
２）安心・安全な生活環境の確保できたまち（まちとしての基本）
　　戦略３．防災・安全対策
３）地元就業可能な雇用環が確保できたまち（地場産業育成とリモート就業の誘致）
　　戦略４．地域経済・産業の育成

［戦略テーマと戦術］
[bookmark: _Hlk109383125]戦略１．都市核、メインストリートの育成
　　鉄道駅前の市街地では地域公共交通と連携し、生活サービスエリアづくりに取り組む
　　（戦術）・拠点市街地の機能更新（空き地・空き家の活用、再開発など）
　　　　　 ・拠点と公共交通の連携
　　　　 　・都市拠点や地域拠点における生活サービス施設の集約立地誘導　など

戦略２．地区生活環境の向上
　　市街地、集落等の地区において、道路公園等の整備や質的更新、防災基盤の整備などにより、地区生活環境の向上を図る
　　（戦術）・用途地域の指定・見直しによる住環境と地場産業、農業生産環境の調
　　　　　和
　　　　　  ・橋本、高野口都市計画区域の統合(高野口地区における用途地域指定に向けた調査検討）
　　　　　  ・古くに開発されたニュータウンの活性化
　　　　　  ・道路・橋梁、公園などの維持管理
　　　　　  ・道路渋滞、主要な幹線道路の狭隘区間の解消
　　　　　  ・公共施設の最適化、アクセス弱者対策
　　　　　  ・高齢者等にも配慮した安全で快適な歩行者空間の確保
　 　　　　 ・子育て環境の充実（教育施設、保育施設など）　　など

戦略３．防災・安全対策
　　災害の予防や防災・減災対策に取り組み、市民や来訪者等の安全、地域の資産・資源の保全を確保する。
[bookmark: _Hlk109634617]　　（戦術）・土砂災害警戒区域等における土地利用の規制・誘導
　　　 　　 ・浸水想定区域における安全対策・避難対策（河川やため池）
　　　　 　 ・地域の防災力の向上（避難拠点、防災倉庫、防災資機材等の整備促進
            ・災害リスクの高い地域における適切な土地利用の制限　など

戦略４．地域経済・産業の育成
　地域経済の活性化・育成を後押しし、雇用の場、創業の場を確保し、移住・定住を促進する。
　  （戦術）・アフターコロナを踏まえたサテライトオフィスなどの導入検討（リモート環境整備）
・工業用地の拡充と企業誘致の促進
　　　　　　・観光産業の育成、観光交流を通じた転入人口の促進　　など

共通戦略）自然、文化・歴史の保全・活用
　　戦略１～４．を推進するにおいて、良好な自然や文化・歴史の資源を守り、育み、それらを活用して、住民間の交流活性化、生活環境負荷の低減、観光等の振興を通じた多様な交流を促進する。
　　（戦術）・用途地域指定における土地利用の規制・誘導（山林・里山・農地・河川の保全・整備）
　　　　　  ・水と緑の資源や歴史的資源の活用（観光ルート、交流レクリエーション拠点の整備）
・地域資源や空き家等を活用した地域の活性化　など


　以上に即して、取り組みチャート図も改編必要

